
 
審査要領

令和８年度「食」による旅行需要平準化事業委託業務 

公募型プロポーザル審査要領 

 

　令和８年度「食」による旅行需要平準化事業委託業務に関する公募型プロポーザル方式の審

査に関する事項を次に定めます。 

 

１　審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号をすべて満たす事業者を対象に行います。 

（１）別途定める「令和８年度「食」による旅行需要平準化事業委託業務公募型プロポーザ

ル募集要領」（以下、「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加者 

（２）募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加者 

（３）募集要領により、適正に書類を作成した参加者 

 

２　審査の項目及び点数 

　　総合点数は100点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおりです。 

　（１）キャンペーン周知のための施策 （　30点　） 

　　　①　業務の理解度　　　　　　　　　　　　　      10点 

②　キャンペーンの名称・ロゴ　　　　　　　　    10点 

③　キービジュアル　　　　　　　　　　　　　　　10点 

　（２）宿泊促進のための施策 （  50点　） 

①　情報拡散を図る仕組み　　　　　　　　　　    25点 

②　特典　　　　　　　　　　　　　　　　　　    25点 

（３）実施体制・スケジュール等 （　15点　） 

　　　①　実施体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　  5点 

②　スケジュール　　　　　　　　　　　　      　  5点 

　　③　県内企業登録制度　　　　　　　　　　　　　　  5点 

（４）経費見積 （　 5点　） 

 

３　審査委員会 

　　参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う審査委員会を開催し

ます。 

（１）日時及び場所 

日時：令和８年６月５日（金）（予定） 

　　　※審査委員との調整を踏まえて日程を確定します 

場所：高知県庁近隣の会議室（決まり次第、改めてご案内をいたします） 

 

 



 
審査要領

（２）プレゼンテーション 

ア　プレゼンテーションの時間は、1者20分以内とします。 

イ　順番は別途お知らせします。 

ウ　参加者ごとにプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間（10分程度）

を設けます。 

 

４　審査の方法 

（１）審査委員会では、参加者から提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼン

テーションに対する審査を行います。 

（２）各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別途定める「審査基準」に基づ

いて審査を行います。 

（３）すべての参加者の審査が終了し、各審査委員の審査結果を集計後、候補者と次点者を

決定します。 

（４）審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から順に

候補者と次点者を選定します。 

（５）上記（３）、（４）にかかわらず、総合得点が６割未満（100点×審査委員の人数×0.6

未満）の場合は、候補者又は次点者として選定しません。 
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審査基準 

 

 

 審査の項目 配点 審査の視点

 キャンペーン周知
のための施策

業務の理解度 10 本県観光の実情を踏まえ、また業務の目
的を十分理解したうえでの提案となってい
るか

 キャンペーン
の名称・ロゴ

10 キャンペーンの印象や浸透力を決める名
称・ロゴについて、翌年度以降も使用でき、
かつ多くの観光客にとって魅力的な提案と
なっているか

 キービジュア
ル

10 　多くの観光客の目を引き、訴求力のある
デザインの工夫がなされているか

 宿泊促進のための
施策

情報拡散を図
る仕組み

25 高知ならではの食のキャンペーンを通し
て、特に県外からの宿泊客の増加に効果的
につながる提案となっているか

 特典 25 高知県での宿泊につながるためのインセ
ンティブになるような特典となっている
か。またその特典について実施可能な仕組
みとなっているか

 実施体制・スケジュ
ール

実施体制 5 適切な業務実施が期待できる体制となっ
ているか 

 スケジュール 5 具体的かつ効果的なスケジュールとなっ
ているか

 県内企業登録
制度

5 県が推進する施策への県内企業登録制度
へ登録されているか 

 経費見積 5 企画提案内容に対し、適切に積算し、実施
可能な金額となっているか
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県が推進する施策への県内企業登録制度一覧 

 

 項目 提出資料

 県内事業者 「競争入札参加資格者登録名簿」の写し

 高知県ワークライフバランス推進企業 「高知県ワークライフバランス推進企業認証
書」の写し

 こうち男性育休推進企業 特設サイト「高知のイマドキ夫婦はブンタン夫
婦」の「こうち男性育休推進企業」紹介ページに
掲載されている自社の情報をプリントアウトし
たもの 
https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/c
ompany/

 くるみん、えるぼし等 「基準適合一般事業主認定通知書」又は「基準適
合認定一般事業主認定通知書」の写し

 障害者雇用
 (1)法定雇用率制度の適用がある場合 直近の障害者雇用状況報告書の写し 

（公共職業安定所の受付印のあるもの）

 (2)法定雇用率制度の適用がない場合 障害者雇用誓約書 
（様式に特に定めはありませんが、土木部が建
設工事競争入札参加資格申請時の様式として定
めている「障害者を雇用している旨の誓約書」等
を参考にしてください。土木政策課の公開ホー
ムページに掲載されています。）

 こうちSDGs推進企業 「こうちＳＤＧｓ推進企業登録証」の写し

 パートナーシップ構築宣言登録企業 「パートナーシップ構築宣言」の写し 
（国の「パートナーシップ構築宣言ポータルサ
イト」に掲載したもの）

 ISO14001 「環境マネジメントシステム登録証」の写し

 エコアクション21 「エコアクション21認証・登録証」の写し


